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種　別
一般、住宅、教育、医療、結婚、葬祭
住宅災害、災害
介護構造部分に係る住宅・住宅災害

年利（Ａ）
2.66%
1.66%
2.40%

保険料充当金率（Ｂ）

0.06%

実質利率（Ａ）＋（Ｂ）
2.72%
1.72%
2.46%

お問い合わせ
経理・貸付班 043-223-4122

お問い合わせ
経理・貸付班 043-223-4122

共済貸付利率のご案内
（平成29年11月・12月貸付分適用）

共済教育貸付けのご案内

◆申込む際のお願い◆

※申請書は所属所保管の「貸付事務の手引き」様式集より「一般・住宅貸付金の年末残高証明申請書」
（様式34号）をコピーして使用してください。

※申請書は所属所保管の「貸付事務の手引き」の様式集、あるいは互助会ホームページに掲載の「住宅貸付金の
　年末残高証明申請書（互助会用）」をコピーしてご使用ください。

・平成29年1月以降、他の共済組合（市町村共済等）から借り替えた方
・現在まで確定申告をしておらず、過去の年末残高証明書が必要な方
・特別控除の対象となる増改築等（耐震、バリアフリー、省エネ改修工事）を行った方

必要額の範囲内で最大550万円

原則、職場で手続きができるのでおすすめです。

組合員　被扶養者　子　孫　兄弟姉妹
加入可能

最長20年10ケ月
※ボーナス返済や繰上返済も可能。繰上返済に係る手数料なし！

支払いが必要となったとき又は支払後1ケ月以内
必要書類を整え、所属所に配布している貸付申込書に必要事項を記入し、
所属所長の証明を受けて、当支部へ提出（郵送又は持参）

毎月15日（休祭日の場合は翌開庁日）必着【期限厳守】

翌月21日（休祭日の場合は銀行等の翌営業日）

【対象外】
　幼稚園、小中学校、学校教育法によらない教育機関、学校教育法の認可を受けている
学校のうち教育課程の修業年限が1年未満のもの。
【申込金額】
　1年以内に必要な確定された費用。
　 ※次の学年に必要な費用は、翌年度以降、再度申込み(借替え)をする必要があります。

借入可能金額

共済組合では教育貸付けがあります！

そんな組合員の方に！

対象者
団信保険

返済期間

申込時期
申込方法

申込締切

貸付日

その他

・申込事由が「土地購入」で、借り受けから住宅の取得が2年以内の方
・租税特別措置法第41条に該当する土地を購入した方
・現在まで確定申告をしておらず、過去の年末残高証明書が必要な方
・特別控除の対象となる増改築等（耐震、バリアフリー、省エネ改修工事）を行った方

住宅貸付けの年末残高証明書を交付しています
　住宅資金を借り受けていて、住宅借入金等特別控除の対象となる方へ、所属をとおして年末残高証明書を
交付しております。（一部の方は交付申請が必要となります！）
　平成29年1月以降に貸付けを受けた方については、平成30年1月上旬に送付いたしますので、確定申告をお
こなうまで大切に保管して下さい。（平成28年12月までに貸付けを受けた方については、平成29年10月下旬
に送付済みです。〈年末調整用〉）
※詳しくは、10月下旬に送付しました所属所あての通知をご覧ください。
※住宅借入金等特別控除の対象となるか不明な場合は、必ず所轄の税務署にお問い合わせください。

平成29年11月1日から健康相談事業がリニューアルしました！これまでも実施していたメンタルヘルス相談の
充実を図るとともに、女性医師相談や介護相談等の組合員のニーズに応える新たなサービスが追加されました。

特別控除の対象となる方で、以下に当てはまる方は、個別に申請が必要です！

【共済組合で住宅資金を借り受けた方】

【互助会で住宅資金を借り受けた方】

-
お問い合わせ

厚生班 043-223-4121

お問い合わせ 経理・貸付班 043-223-4122

お問い合わせ 互助会 043-223-4119

健康相談事業がリニューアルしました！

24時間年中無休　※専門医相談は予約制
（専門医相談・小児救急相談を含む）

通話料無料

教職員電話健康相談24

0120－24－8349

月～土曜日10時から21時（祝日・年末年始除く）
～女性向けの相談サービスです～

通話料無料

女性医師電話相談　

0121－215－579

月～土曜日10時から20時（祝日・年末年始除く）

～臨床心理士が対応します～
※面談は予約制で年５回まで相談無料

通話料無料

電話・面談メンタルヘルス相談

0120－783－269

月～金曜日10時から16時（祝日・年末年始除く）
～介護の様々な相談に対応します～

通話料無料

介護電話相談

0120－515－579

URL：https://www.mh-c.jp/
ログイン番号　783269

Ｗｅｂ相談（こころの相談）

新しい相談が
       ふえたよ！

　詳しい内容や必要書類等については、「互助会Diary」や「貸付事務の手引き」等で確認し、書類を整えてからお
申込みください。
　申込締切間際に申込書を提出されますと、記入事項の不備や添付書類の不足等により貸付けができない場合
がありますので、できるだけ余裕を持って提出してください。

　教育資金（高等学校、大学等入学、修学）を必要とするときは、一般貸付（教育資金）があります。ただし、
一度貸付を受けると2年間は借替ができませんのでご注意ください。
　なお、互助会の貸付の種類や概要については、教育日記帳（ダイアリー）と互助会ホームページに掲載して
いますので、注意事項等も併せてご確認ください。
　また、貸付利率の変更を、平成30年4月分の新規貸付及び定期償還から行うことを予定しています。
　詳細については、確定次第お知らせします。

○子どもが大学に進学予定で、授業料を支払わなければならないが、
　資金の用意をまだしていない…。
○自分の大学院進学費用を借りたいが、準備等で忙しく銀行に行けない…。

互助会（貸付）からのお知らせ
お問い合わせ

互助会 043-223-4119

URL

】https://fishbowlindex.jp/pschiba/
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概　　　要

※平成19年3月までに貸付けを受けた方については、（A）の利率のみが適用されます。
※貸付けの金利は変動金利です。（平成30年1月から利率改定を予定しております。［平成29年10月26日時点に

おける情報］詳細は後日お知らせします。）


